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平成２４年第３回防府市議会定例会会議録（その４） 
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午前１０時    開議 

○議長（安藤 二郎君）  定足数に達しておりますので、これより本日の会議を開きます。 

 欠席の届け出のありました議員は、久保議員であります。また、執行部については、江

山健康福祉部理事が所用のため欠席する旨の届け出に接しておりますので、御報告申し上

げます。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

  会議録署名議員の指名   

○議長（安藤 二郎君）  本日の会議録署名議員を御指名申し上げます。１１番、重川議

員、１２番、山本議員、御両名にお願い申し上げます。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

  一般質問   

○議長（安藤 二郎君）  議事日程につきましては、昨日に引き続き、一般質問でござい

ます。よろしくお願いいたします。 

 これより質問に入ります。最初は、３番、中林議員。 

        〔３番 中林 堅造君 登壇〕 

○３番（中林 堅造君）  おはようございます。私は、平成会の中林堅造でございます。

行政問題について質問させていただきます。届け出ております、新しいプール施設につい

ての提言書が、平成２４年３月３０日に出されております。その内容と今後のスケジュー

ルについて質問させていただきたいと思います。 
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 市民プールが、昨年、平成２３年４月に閉鎖されたことで、その年の夏にプールが使え

ないということで、多くの市民が大変がっかりなさったことは記憶に新しいところでござ

います。老朽化が目立ち始め、修理、維持補修をしてこられたわけですが、プール全体の

傷みが危険な状態まで進行していることで、使用できる状態にない、耐用年数もないのに

等しく、利用者の安全を考えての閉鎖を決められたと聞いております。 

 プールの閉鎖に伴い、プール施設整備の参考とするため、広く市民の皆様からプールの

必要性を中心とするアンケートを実施されました。 

 私は、今回、改めてもう一度しっかりとアンケートに目を通してみました。実施された

のは、昨年の６月２９日から７月１３日までで、対象者は一般の方々１，２０１人、その

内訳は、１８歳以上７０歳未満の各自治会の人口割によって、いわゆる無作為抽出された

方々でございました。 

 保護者６７０人、この保護者というのは、市内小・中学校あるいは幼稚園、保育園のそ

れぞれ１０人の方々、中学１年生から３年生まで８６４人、小学４年生から６年生の１，

２４８人、おのおの学年１クラスずつで、すべて合わせまして３，９８３人、回答者のほ

うは、一般の方は５１８人で、これは全体の４３％でございます。保護者以下、小・中学

生は全員回答ということで１００％、その合計は３，３００人、プールの必要性を感じて

いる市民は約９２％と、極めて高いものでございました。 

 ウォータースライダー、すべり台、流れるプール、温水屋内プール、娯楽性を重視する

回答が多かったようでございます。 

 防府市の新しいプール施設の基本構想を市が策定するに当たり、広く各関係団体などの

意見、提言を反映するため、防府市プール施設整備検討委員会が設置されたわけでござい

ます。本年３月３０日、福田東亜先生より出された提言書の内容、そして、今後のスケジ

ュールについてお聞かせいただけたらと思います。よろしくお願いいたします。 

○議長（安藤 二郎君）  中林議員の質問に対する答弁を求めます。市長。 

        〔市長 松浦 正人君 登壇〕 

○市長（松浦 正人君）  御質問にお答えいたします。 

 新しいプール施設についての提言書の内容と今後のスケジュールについてのお尋ねでご

ざいましたが、新しいプール施設の基本構想を策定するに当たり、有識者や各関係団体等

の御意見をいただくため、防府市プール施設整備検討委員会を昨年７月に設置いたしまし

た。この委員会は、第１回の会議を７月２２日に、その後４回の会議を開催され、本年

３月３０日に委員長から、各委員の御意見を集約した「新しいプール施設についての提言

書」をいただいたところでございます。 
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 この提言書は、新しいプール施設の方向性を取りまとめられたもので、１として、「新

しいプールの必要性」、２として、「建設位置」、３として、「プールの形態」、４とし

て、「プールの種類」、５として、「その他」に分けられて提言されております。 

 提言書を要約して申し上げますと、１点目の「新しいプールの必要性」につきましては、

「プールに関するアンケートの集計結果によると、新しいプールを必要、またはどちらか

といえば必要と回答された方を合わせると、御指摘のとおり、全体の約９割を占め、市民

ニーズは極めて高く、特に子どもにとってプールは夏季の大きな楽しみであり、家族との

きずなづくりの場でもあるとともに、泳力向上のみならず、強い身体とたくましい精神力

の養成に極めて効果的である。さらに、第四次防府市総合計画において、スポーツに親し

める環境に関する市民満足度の向上を掲げており、新しいプール施設を整備することは必

要であると考える」と提言されています。 

 次に、２点目の「建設位置」につきましては、「各種スポーツ施設が集中し、利用者の

ための駐車場が整備され、また、騒音等、近隣への影響が少ない現在の財団法人防府ス

ポーツセンタープールの位置が適当と考える」と提言されています。 

 次に、３点目の「プールの形態」につきましては、「協議の中で屋内プールとの意見も

あったが、新しいプールについては、建設費、規模、種類、維持管理経費並びに利用者負

担を勘案し、屋外プールとすることが望ましい」と提言されています。 

 次に、４点目の「プールの種類」につきましては、「主に、未就学児を対象とした幼児

用プール、児童・生徒を対象とし、かつ、水泳教室や市民大会レベルの競技会が開催でき

るよう、水深調節が可能な機能を持つ７コース以上の２５メートル水泳用プール及び流水

プールなど、さまざまな年代で楽しむことのできるレクリエーション機能や高齢者の健康

増進にも寄与できる機能をあわせ持つプールが望ましい」と提言されています。 

 最後に、５点目の「その他」につきましては、「熱中症対策としてのフェンスの設置、

利用者層の拡大や利用者を増加させるための方策の検討、スロープを設置するなど、高齢

者にも配慮した施設の整備及び台風等の災害に強く、環境にやさしいプール施設の整備な

ど」を提言されております。 

 この提言書を受けまして、庁内委員からなる防府市体育施設整備計画等検討委員会を

４月から２回開催し、現在、具体的な作業を進めているところでございますが、私といた

しましては、提言書の内容を十分尊重するとともに、屋外プール、屋内温水プール等のメ

リット、デメリットについて比較検討を十分行い、また、本市の中長期の財政状況も勘案

した上で、新しいプール施設の基本構想を本年７月末までには策定したいと考えておりま

す。 



－215－ 

 次に、今後のスケジュールでございますが、現在着工しておりますスポーツセンター

プールの地質調査が８月末に完了する予定でございますので、その後、９月議会におきま

して、既存のプールの解体工事費と新しいプールの基本設計・実施設計委託料の補正予算

を提出させていただき、プールの建設工事費につきましては、平成２５年度の当初予算に

計上できるよう進めてまいります。 

 新しいプールにつきましては、多くの市民の皆様や各種団体から早期建設の御要望をお

聞きしており、平成２６年夏のオープンを目指して、鋭意努力してまいりたいと考えてお

りますので、御理解、御協力のほどお願い申し上げます。 

 以上、答弁申し上げました。 

○議長（安藤 二郎君）  中林議員。 

○３番（中林 堅造君）  ありがとうございました。それでは、再質問させていただきた

いと思います。私は教育民生委員会に所属しておりますので、今回、いろいろと多岐にわ

たる資料等をいただいてきております。スポーツ振興課からいただいておりました公共

プール調査資料によりますと、公設の市民プールにつきましては、全国的に、屋外プール

よりも屋内温水プールのほうが建設事例が多い状況のようでございます。しかしながら、

人件費、光熱水費、あるいは燃料費などのランニングコストを見てみますと、屋内温水

プールは開設期間、それから、営業時間、これが長いということで、屋外プールに比べま

すとかなり高額となっております。そして、屋内温水プールは指定管理の形態がほとんど

でございます。施設の規模によって違いはあるようでございますが、それぞれの自治体は

３，０００万円前後の指定管理料を払っておられるようでございます。 

 防府市としては、今後どのような形態のプールになさるか検討されていると思いますが、

やはり、ランニングコストの抑制が財政の面から考えても必要であると感じられるもので

ございます。先ほどの提言書にもそのことが触れられておりました。新しいプールを建設

する上で、ランニングコスト、建設費につきまして、市ではどのようなお考えを持ってお

られるのか、お聞かせいただきたいと思います。 

○議長（安藤 二郎君）  教育部長。 

○教育部長（藤井 雅夫君）  新しいプールのランニングコストや建設費についての御質

問でございますが、議員御案内のとおり、市議会の教育民生委員会において、スポーツ振

興課から報告いたしました公共プール調査資料では、近年、屋外プールより屋内温水プー

ルの建設事例が多い状況にございます。また、ランニングコストにつきましては、屋外

プールより、屋内温水プールのほうがかなり高額となっております。 

 先ほど市長が答弁いたしましたが、防府市プール施設整備検討委員会から提出されまし



－216－ 

た提言書を受けまして、現在、防府市体育施設整備計画等検討委員会において、基本構想

についての協議を進めているところでございます。その協議の中で、ランニングコストや

建設費につきましても、庁内各部と連携して検討しているところでございます。 

 議員御指摘のとおり、今後市の財政状況を十分考慮し、ランニングコストや建設費の検

討を進めてまいりたいと考えております。 

 以上でございます。 

○議長（安藤 二郎君）  中林議員。 

○３番（中林 堅造君）  新しいプールということになると、やはりどうしてもランニン

グコストを考えないで済ませるわけにはいかないというふうに思っております。 

 それでは、今度はプール施設の規模について質問したいと思います。 

 先ほどの資料と同じで、公共プールの調査資料からでございますが、建設費が同じであ

れば、屋外プールの規模に比べ、屋内温水プールの規模はかなり小規模になっておるわけ

でございます。県内で比較できる標準的な事例では、屋外プールでいいますと、行ってみ

たい、あるいはよく行くということで、先ほどのアンケートにもよく出ておったんですが、

その周南市の永源山プール、これは、残念なんですが、建設費が公表されておりません。

この施設面積につきましては、約４，５００平米あるわけでございます。それに対しまし

て、屋内温水プールである山口市小郡屋内プール、この建設費は、造成工事を含んで３億

８，０００万円ということになっておるわけでございますが、延べ床面積は１，９５４平

米なのでございます。 

 ちなみに、今、閉鎖されている我が防府市のスポーツセンタープールの施設面積は７，

８５４平米のようでございます。市民アンケート調査の結果、娯楽性を重視した流水プー

ル、ウォータースライダーなどを望まれている市民が多いと最初に申し上げました。この

市民の気持ちにこたえるためには、施設の規模もかなりのものが必要となるわけでござい

ます。提言書にもさまざまな年代で楽しむことのできるレクリエーション機能を持つプー

ルが望ましいとされておるようでございます。 

 私は市民の皆様の御要望にこたえるには、建設費を考慮しつつ、そして、ある程度の施

設面積を持つ屋外プールでないとこたえるのが難しいかなと考えておりますが、市として

は、どのような考えをしていらっしゃるのかをお聞かせいただけたらと思います。よろし

くお願いいたします。 

○議長（安藤 二郎君）  教育部長。 

○教育部長（藤井 雅夫君）  プール施設の規模の御質問でございますが、スポーツ振興

課で調査いたしました公共プール調査資料におきまして、屋外プールと屋内温水プールの
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施設面積とを比較しますと、屋外プールの面積のほうがかなり広いものとなっております。 

 また、市民アンケートでは、娯楽性を重視したプールを望まれる方が全体の約８割を占

めている結果となっております。娯楽性を重視した機能を備えたプールということになり

ますと、ある程度の施設面積が必要となることは、議員御指摘のとおりでございます。 

 議員御質問の、ある程度の施設面積を持つ屋外プールにつきましても、今後、一つの案

として、基本構想を策定する中で検討してまいりたいと考えております。 

○議長（安藤 二郎君）  中林議員。 

○３番（中林 堅造君）  ありがとうございました。先ほどの提言書についてでございま

すが、提言の中のプールの種類での提言、さまざまな年代で楽しむことのできるレクリ

エーション機能や、高齢者の健康増進に寄与できる機能をあわせ持つプールが望ましいと

ありましたが、すべての年代の方々に満足してもらえる、そういった機能を持つプールを

実際に建設するとなりますと、ちょっと難しいのではないかなと感じております。検討委

員会の委員の皆様も、このことはやはり感じておられるようで、提言書の中では望ましい

と言われているというか、そういう表現をしていらっしゃるのではないかと思います。 

 防府市として、プールの種類を考える上で、最低限、どのような機能を持たせることが

必要であるか考えておられるのかということをお聞かせいただけたらと思います。 

○議長（安藤 二郎君）  教育部長。 

○教育部長（藤井 雅夫君）  新しいプールに最低限どのような機能を考えているのかと

の御質問でございますが、議員御案内のとおり、協議ができる機能を望まれる方、レクリ

エーション機能を望まれる方、健康増進の機能を望まれる方など、新しいプールにはさま

ざまな要望がございますが、すべてを満たすことのできるプールをつくることは、コスト

などを考慮した場合、困難であると考えております。 

 プール施設の機能につきましては、市民アンケートや検討委員会からの提言書等を踏ま

え、さまざまな御意見を考慮して、ある程度、機能を選択する必要があると考えておりま

す。現時点では、具体的な機能は検討中で、まだ決めておりませんが、これから策定いた

します基本構想の中でお示ししてまいりますので、御理解のほど、よろしくお願いいたし

ます。 

○議長（安藤 二郎君）  中林議員。 

○３番（中林 堅造君）  最後に建設のスケジュールでございます。お待たせしておりま

す市民の皆様の御要望にお応えするためには、平成２６年度の夏に間に合わせるとのこと

でございます。現在のスポーツセンタープールの位置に建設されるのであれば、もともと

が塩田の跡地ということで地質調査、工法など、十分お考えになって、安全・安心なプー
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ル施設となるように十分配慮していただくことを御要望しておきたいと思います。 

 ここで、私の思いを少し述べさせていただきたいと思います。我々の子ども時代のこと

を考えてみますと、大自然の摂理のもとで、暑い太陽の日差しを受けて、水に感謝をした

り、あるいは水の怖さを知るということで、屋外プールのよさには計り知れない、いろん

な思い出、あるいは友との語らいをつくってくれた記憶がございます。我々の世代は、佐

波川あるいは富海や田ノ浦、野島の海水浴場、そして、近くの用水路でも泳がせてもらえ

ておりました。 

 ここ近年、確かに温水プールが主流でございます。昨年、ことしもそうでございますが、

日本全国、節電を余儀なくされております。福島の原発事故により、残念ながら電力不足

は当然のことでございますが、電気料金あるいは燃料費が下がることはないと言い切るこ

とはできないかもしれませんが、高くなっていくのではないかなと、そういうふうな想像

がつくわけでございます。 

 関東近辺、あるいは東北地方では、いろんな意味でもって、屋内プールのほうがいいの

ではないか、仕方がないのではないかなという気もいたしますが、関西以西では、これか

ら先、赤字前提の施設整備には市民の理解もなかなか得られないし、電力の浪費につなが

るのではないかと思えるような屋内温水プールは何が何でも必要とはしないと、私は思っ

ております。プールができるのを待ち焦がれておられる防府市民の方々にも、屋外プール

で理解いただけると私は信じております。 

 また、もし、今回、防府市が屋外プールにかじを切ったということであれば、私は、他

市に先鞭をつけることができるのではないのかなと、そういうふうに思っております。 

 以上、プール施設についてのいろいろと私の考えも述べさせていただいた中で質問を終

わりたいと思います。ありがとうございました。 

○議長（安藤 二郎君）  以上で、３番、中林議員の質問を終わります。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

○議長（安藤 二郎君）  次は、２０番、田中健次議員。 

        〔２０番 田中 健次君 登壇〕 

○２０番（田中 健次君）  市民クラブの田中健次ですけれども、質問をさせていただき

ます。今回は大きく２つの問題について質問をさせていただきますが、まず、質問の第

１は、防災についてであります。最初に、学校施設の非構造部材の耐震化についてお尋ね

をいたします。 

 建物の構造体の耐震化が防府市でも計画的に進められようと、今、しております。学校

施設の耐震化については、平成３０年を目標とする計画が既に策定され、市のホームペー
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ジにも公表されております。 

 ところで、近年の大規模な地震では、建物の構造体のほか、天井材等の落下などによる

被害が発生しておるということもまた事実であります。地震のときに子どもたちの安全を

確保するためには、建物の構造体はもちろんですが、天井材、外装材、照明器具、家具等

の耐震化を図る必要があります。これらの部材を構造体と区別し、非構造部材というふう

に表されるわけですが、これについての対策が求められていると言えると思います。 

 地震の際に、非構造部材による被害は頭上等への落下や転倒による直接的な被害のほか

に、避難通路等の通行ができなくなる等の二次的なものも出てまいります。 

 また、非構造部材の被害は、構造体の損傷が軽微な場合にも生じる、こういったことも

考えられます。 

 文部科学省は、学校施設の非構造部材の耐震化対策に取り組む際のガイドブックを平成

２２年、一昨年ですけれども、３月に作成し、さらに東日本大震災を踏まえ、「非構造部

材の耐震対策事例集」をことし３月にまとめております。 

 防府市では、この学校施設の非構造部材の耐震化をどう進めていくのか、この点につい

てまずお伺いをいたします。 

 ２番目に、学校施設の防災機能の向上についてお尋ねをいたします。 

 学校施設は、災害時に住民の避難場所の役割を大きく担っております。東日本大震災に

おいても、ピーク時には６２２の学校が避難場所となって、地域住民の避難に大きく貢献

したと言われております。しかし、避難場所となった学校では、電気や水の確保、暖房設

備の不足、通信の途絶など、さまざまな課題が、この東日本大震災では生じた、こういう

ふうにも言われております。 

 既に、平成１９年８月に、国立教育政策研究所が、学校施設の防災機能に関する調査研

究報告書をまとめられ、その後、平成１９年３月の能登半島地震において避難場所となっ

た学校の事例も、その後に加筆修正をされております。 

 国立教育政策研究所は、東日本大震災の経験も踏まえ、昨年６月に学校施設の防災機能

に関する調査を、岩手、宮城、福島の３県を除く全国の公立学校に対して行っております。

避難所に指定されている学校を対象に、避難所が必要とする基本的機能と考えられる６項

目の整備状況をこの中で調べております。 

 ６項目といいますのは、１番として、体育館のトイレ、２番目に屋外から利用できるト

イレ、３番目に、学校敷地内の防災倉庫・備蓄倉庫、４番目に水を確保する設備、例えば、

貯水槽、あるいはプールの浄化装置、あるいは井戸等でありますけれども、こういった水

を確保する設備であります。それから、５番目が、自家発電設備、これには可搬型の発電
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機を含むわけですけれども、こういった自家発電設備、６番目に非常用の通信装置、災害

時優先電話、防災行政無線、衛星携帯電話等を含めるわけであります。 

 このうち、この調査によれば、トイレは７０％前後の整備率でありますけれども、他の

４項目は、３分の１程度の整備率となっております、全国的な数字ではありますが。防府

市においては、これらの整備率はどの程度で、今後どのように、これについて対策を進め

ていかれるのか、ぜひお伺いをしたいと思います。 

 ３番目に、避難場所としての県立衛生看護学院についてお尋ねをいたします。 

 これは、先ごろ５月に行なわれました議会報告会の中で、市民の方から要望がありまし

た事項でもありますが、佐波地域の古祖原地区にあります県立衛生看護学院は避難場所に

指定されております。ところが、同校は来年の３月に閉校の予定であり、閉校後も引き続

いて避難場所として利用することが可能となるのか。ぜひ引き続いて避難場所として利用

できるようにしてほしいというのが、地域の皆さんの要望ですが、周辺の住民にとっては

大きな問題と今なっております。市として、今後どうするのかお考えをお伺いをいたしま

す。 

○議長（安藤 二郎君）  田中健次議員の質問に対する答弁を求めます。市長。 

        〔市長 松浦 正人君 登壇〕 

○市長（松浦 正人君）  私からは、まず学校施設の防災機能の向上についての御質問に

お答えいたします。 

 議員御案内のとおり、国立教育政策研究所が、学校施設の防災機能に関する調査研究を

されており、その中で避難所が必要とする基本機能とされる６項目の整備状況も調査され

ております。この６項目についての市内小・中学校の整備状況でございますが、体育館の

トイレ及び屋外から使用できるトイレにつきましては、すべての小・中学校に整備してあ

り、学校施設内への防災倉庫・備蓄倉庫につきまして、小・中学校が隣接している富海は、

中学校に１カ所とした形ではございますが、計２６カ所に防災倉庫を設置いたしておりま

す。 

 また、非常用の通信装置につきましては、ＬＡＮ配線及び電話回線を体育館まで延長し、

災害時の避難所としての小・中学校体育館の通信手段の確保を目的に、昨年度６校を実施

し、本年度は８校の実施を予定しておりまして、平成２６年度までに、市内の全小・中学

校体育館へ実施することとしております。 

 なお、水を確保する貯水槽、プールの浄化装置等の設備、及び停電に備えた自家発電設

備につきましては、学校施設に備えつけのものはございませんが、水の確保につきまして

は、給水車等での対応を考えておりまして、自家発電設備については、レンタル等で対応
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していきたいと考えております。 

 次に、３点目の御質問でございました、県立衛生看護学院の閉校に伴う避難場所として

の利用についての御質問にお答えをいたします。 

 現在、県立衛生看護学院と防府市との間で、災害時には屋内運動場を対象とした「避難

所の開設に係る覚書」なるものを交わしております。同校が来年３月に閉校するとのこと

で、協議中ではございますが、閉校後の利用計画はまだ決まっていないとのことでござい

ますので、来年度以降、屋内運動場だけでも引き続き利用できないかを打診しているとこ

ろでございます。 

 残余の学校施設の詳しい防災対策等につきましての御質問は、教育部長より答弁申し上

げます。 

○議長（安藤 二郎君）  教育部長。 

○教育部長（藤井 雅夫君）  防災についての御質問のうち、１番目の御質問にお答えい

たします。 

 近年の大規模な地震では、天井材の落下など、いわゆる非構造部材の被害が発生してい

ます。学校施設において、この対策をどう進めていくのかということでございますが、東

日本大震災では、多くの学校施設において、天井材の落下やガラスの破損などの被害が生

じ、学校を避難所として使用できなかった事例があったことから、天井材、窓ガラス、照

明器具、内装材、外装材など、いわゆる非構造部材の耐震化についての重要性が改めて認

識されたところであります。 

 これを受け、国においては、各自治体に対して、地震による落下物や転倒物から児童・

生徒を守るために、「学校施設の非構造部材の耐震化ガイドブック」を活用した積極的な

対応を求めているところでございます。 

 現在、本市では、「防府市立学校施設耐震化推進計画」に基づき、まずは、建物本体の

耐震性を優先して、耐震補強工事を行っているところですが、学校施設の中でも屋内運動

場は、災害時の避難所としても使用されることから、耐震補強工事にあわせ、天井、照明

器具、体育器具、外壁などの非構造部材についても安全性を確認・点検の上、必要な改修

を行ってきたところでございます。 

 また、校舎につきましても、耐震補強工事の際に、校舎の外壁落下による事故を防止す

るための対策を施すなど、非構造部材の耐震化も並行して行っております。 

 非構造部材の安全対策や耐震化については、昭和５６年以降の新耐震基準により建設さ

れた耐震性のある校舎も含め実施する必要がありますが、現在は、市職員や教職員による

学校施設の日常点検を行っており、ふぐあいがあった場合には、その都度、必要な修繕を
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施している状況でございます。 

 教育委員会といたしましては、今後、天井材など、学校施設の非構造部材の安全対策や

耐震化も非常に重要と考えておりますので、文部科学省のガイドブックを指針として、学

校施設のすべての状態を把握し、その後、対策に向けた年次計画を作成するなど、非構造

部材の耐震化に向け、取り組んでまいります。 

 以上、御答弁申し上げます。 

○議長（安藤 二郎君）  田中健次議員。 

○２０番（田中 健次君）  まず、最初に非構造部材の対策ということについてお尋ねを

いたします。 

 体育館だとか、そういうものは補強工事にあわせて、体育館では主に天井ですね、天井

がつってあったり、それから、照明器具が非常にぶらんぶらんとするような状況であるも

のもあるというふうなことがされるわけですけれども、これ、文部科学省の耐震化ガイド

ブック、全部で８０ページぐらいのものですけれども、これを見ますと、かなりほとんど

点検対策マニュアルという形で、点検項目として何を点検したらいいのか。天井、照明器

具、窓ガラス、外壁、内壁、設備器具、それから、テレビなど、収納棚など、ピアノなど、

そんなような形で大きな項目があって、その中は、またそれぞれが何項目かにわたってす

るという形になっておるわけです。それぞれの例えばパソコンであれば、パソコンの転倒

落下の処置を講じておるかだとか、例えば、学校図書館の書棚は倒れないように固定がさ

れているかだとか、そういった形でさまざまなものがこの中に示されておるわけです。 

 それで、これは、ある程度、点検をしていけば、これはできますし、それから、これは、

点検のチェックリストは、学校用の点検リスト、それから、学校設置者用の点検チェック

リスト、学校設置者というのは教育委員会ですね。要するに、学校の先生方で見て、大ま

かにわかるものをまず点検しなさいと。それから、学校の設置者、もう少し専門的な立場

で、例えば、それについては打診、叩いて調べたり、あるいは触診、触って調べたり、そ

れから、図面でチェックするだとか、そういう形で、専門家、最終的には点検項目は学校

の報告、それから、設置者、これは教育委員会ですけど、教育委員会の、これについて必

要かどうか、それから、専門家がそれについて最終的にどう判断するかというような形の

チェックリストまでできておるわけであります。 

 そういう形でありますので、これは耐震補強工事が既に必要のないような建物にも、こ

れが必要になってまいりますので、ぜひこれをやっていただきたいということですが、そ

れは、それなりに取り組むということですが、先ほどの答弁であれば、ガイドブックに基

づいて把握をすると、それで、その後、年次計画というふうな御説明がありましたが、そ
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のガイドブックに基づいて、実情をまず点検をしなければなりませんが、これはどれぐら

いかかるものなのか、ちょっとその辺の大まかなスケジュールなどがわかれば、お示し願

いたいと思います。 

○議長（安藤 二郎君）  教育部長。 

○教育部長（藤井 雅夫君）  学校の安全点検につきましては、現状は各学校で月に１回

は必ず安全点検をして、何か異常があればすぐ教育委員会のほうに報告がございます。そ

ういう報告がございましたら、すぐ教育委員会の職員が行って対応しているという状況で

ございます。 

 そういった各学校ごとの安全点検はしておりましたが、このたび、こういったガイドブ

ックにのっとって、市内の学校全部、統一的な点検を実施していこうというものでござい

ます。ですから、同じガイドブックで、各学校の教職員の方々にも、こういう方法で点検

をしてくださいというふうな、まず説明会を行いまして、その後、各学校で点検をしてい

ただいて、それから、教育委員会の職員が各学校を回って点検してまいります。 

 中には、やはり、先ほど議員も御指摘のとおり、専門業者でないと詳しい点検がわから

ない、できない箇所もございます。そういったことを今年度中には、全校把握して、今年

度調査できないところはどういうスケジュールで調査していくか、例えば、外壁調査など

はかなり専門的な調査が必要になりますので、そういったスケジュールについても、今年

度中には策定していこうというふうに考えております。 

 以上でございます。 

○議長（安藤 二郎君）  田中健次議員。 

○２０番（田中 健次君）  そういう形で、今年度中にきちっとした点検を、これまでの

日常の点検ということでは見落とされていたところが、この点検によって洗い出されると

思いますので、そういう形で取り組んでいただきたいと思います。 

 それでは、２つ目の学校施設の防災機能向上についてでありますが、体育館のトイレ、

それから、屋外から使用できるトイレ、それから、学校敷地内の防災倉庫、こういうもの

については、ほぼ万全なということをお伺いいたしました。それから、非常用の通信装置

も、ある程度の年次計画で昨年度から進んできているということで、心強いものを感じま

したが、水を確保する設備については、給水車で対応したいと。それから、停電に備えた

自家発電というものについてはレンタルで対応したいと、こういうようなお話でありまし

た。 

 ただ、心配されるのは、災害の規模が小規模であれば、こういったことで対応は可能だ

ろうと思います、災害の規模が小規模であれば。しかし、大規模な災害に対する備えとい
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うものを、東日本大震災であるとか、こういった災害を経験した後であれば、考えなけれ

ばならないんじゃないかと思います。 

 給水車は水道局にあるものを使うということですが、あるいは自衛隊の協力を得るとい

うことであろうと思いますが、そうしますと、非常に給水車の台数が心もとない気がいた

しますが、そういう形で、もし防府市内、防府市内で今利用できる給水車は何台ぐらいあ

るのか、そういうことであればですね。それから、レンタルという形でありますけども、

これは、大規模災害であれば、各市がこういったものを借りるわけで、２１年７月のよう

な、非常に局地的なといいますか、そういった災害であれば、レンタルの対応もできます

けれども、大規模災害に対して、周辺の市も応援できないというふうなことになれば、こ

ういったものは当然対応ができないわけですから、この辺については、若干、例えば運ぶ

ことができるような発電機を設置するだとか、そういうことが必要になるんではないかと

思いますが、この点についてはどうでしょうか。 

○議長（安藤 二郎君）  総務部長。 

○総務部長（阿川 雅夫君）  ３点ほどあったと思います。今、給水の関係でございます

けれども、先ほどお答えいたしましたように、水道局及び自衛隊の給水車等を予定してい

るところでございます。そのほか、この給水車にも、今、議員御指摘のとおり、台数には

制限がございます。そうした中で、今現在検討しているのは、非常用の浄水装置、いわゆ

る市販のものもございますので、そういったものの備蓄ということも必要ではないかとい

うようなことで、今、検討しているところでございます。 

 容量によって値段の処理水量といいますか、そういったものもございますので、どうい

った形が適切であるかということも含めて検討中でございます。 

 それから、今の非常用電源装置、これは、レンタルという形でございますが、これも議

員御指摘のとおり、レンタルということになりますと、申し込み順というような形にもな

るわけでございます。 

 そうした中で、容量の大きいものにつきましては、かなり使用方法というものが決まっ

てきますので、なかなか運ぶにも、防府から、例えば周南とか、そちらのほうへ運ぶより

は、防府のほうへ運ぶほうが近いわけでございますので、そういったレンタル専門会社と

いいますか、そういったところに事前に申し込みをするということが可能かどうか、そう

いったことについてはずっと協議をしているところでございます。 

 実は小さいものにつきましては、台風と、これまでも河川港湾課の関係で、台風が来る

数日前に予約を入れるというような方法もとってきております。そういったことも含めて、

今レンタル業者さんのほうとも協議をしているところでございます。 
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○議長（安藤 二郎君）  田中健次議員。 

○２０番（田中 健次君）  給水の関係についても、そういった浄水装置というふうなも

のを検討しているとか、あるいはレンタルについても、それなりに協議をしておられると

いうことでありますので、その協議内容によっては、ある程度やはり市として、いろんな

ものを準備しなければならないと、こういうふうに思いますので、その辺の検討をよろし

くお願いしたいと思います。 

 それから、学校については、改築ということで、耐震の補強工事で対応できないものに

ついて、６校については、これは校舎のすべてというところもありますし、それから、一

部というところもありますが、今後改築をするわけであります。今後改築するものについ

ては、例えばそういった非常用発電にかわるものになるかどうかはわかりませんが、太陽

光発電というようなものは、屋上あるいは屋根につければ、それなりの機能を発揮するん

ではないかと思いますが、今後改築するものについて、当面は右田小学校ですけれども、

あるいは非常用のそういった発電装置を学校の校舎の中に設置をするということについて

は、いかがでしょうか。 

○議長（安藤 二郎君）  教育部長。 

○教育部長（藤井 雅夫君）  今後、改築する学校につきましては、改築の設計の前に、

どのような設備、どのような計画で進めていくかという会議を庁内で開くようにしており

ます、その中には、防災担当部局も入っておられます。庁内のさまざまな御意見を聞きな

がら、必要な設備については、こういった改築という、大きい機会でございますので、取

り入れてまいりたいというふうに考えております。 

 以上でございます。 

○議長（安藤 二郎君）  田中健次議員。 

○２０番（田中 健次君）  それでは、最後の県立衛生看護学院の問題に移りますが、ま

だ協議中ということなので、ぜひ前向きに協議を進めていただきたいんですが、来年度、

屋内運動場は使えるようにというようなお話でありましたが、あの屋内運動場は、いわゆ

る体育館ですけれども、余り傷んでいない体育館であります。看学祭という、看護学院の

例年６月ぐらいにお祭りというのがありましたけれども、地域の皆さんにも学校を開放す

るという形で、そういう機会に私、寄ってみたこともありますが、非常にきれいな体育館

で、体育館としてもまだ非常に利用可能なものであります。 

 それから、校舎そのものについては、これは山口県のほうで既に耐震工事の補強が、ク

ロスの形で入っております。そういう形の建物であるというので、これは、閉校後、何ら

かの形で防府市としても利用可能な施設ではないかと。高倉、開出、古祖原の地域にとっ
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てみると、２６２号線の向こう側、旧２号線の向こう側にしか避難所がないわけでありま

すので、その辺についてはぜひ、そういうこともひっくるめて検討していただきたいと思

いますし、この議会で話題になりました移動図書車の今、ステーションにもなっておりま

すので、この辺について、災害の対応だけではなくて、総合的な利用のあり方について、

防災担当だけではなくて、ぜひ検討していただきたいということをお願いしておきたいと

思います。 

 それで、次の大きな質問に入らさせていただきたいと思います。 

 質問の大きな２つ目は、子どもの貧困と教育行政についてであります。 

 格差の拡大が大きな社会問題として論議されることが多くなっております。この中で、

子どもの貧困の問題が取り上げられてきております。厚生労働省の最新の２００９年の

データによれば、貧困率、１９８５年以来過去最悪の１６．０％、子どもの貧困率も過去

最悪の１５．７％というふうに言われております。７人に１人、あるいは７世帯に１世帯

という言い方がいいかもしれませんが、いずれにしても、そういうことで、これは国が総

体的貧困率という形で出しておるものですが、こういうふうに言われております。 

 それで、貧困問題が議論される際に、子どもの貧困の連鎖ということが言われておりま

す。例えば、昨年５月の厚生労働省の資料ですが、「貧困・格差、低所得者対策に関する

資料」というのがありますが、この中で、子どもの貧困連鎖の実情として、生活保護世帯

の高校進学率は一般世帯よりも１割以上低いということが、厚生労働省の資料で示されて

おります。また、ある市のサンプル調査として、生活保護世帯の２５％が過去生育した世

帯でも生活保護を受けていると、こういうことが厚生労働省の資料の中で述べられており

ます。また、厚生労働省の他の資料では、山口県の高校進学率は、２０１０年、平成

２２年度において、一般世帯では９７．５％であるのに対して、生活保護世帯では８１．

５％と、１５％以上も差がついております。 

 そこでちょっとお尋ねをいたしますが、防府市の実情について、まず、１番目に、防府

市の生活保護世帯の高校進学率は、一般世帯と比べてどの程度低いのか、お教え願いたい

と思います。 

 ２番目に、就学援助についてお伺いをいたします。就学援助制度は、小・中学校の子ど

もを持つ家庭に家庭用品や修学旅行品、給食費等を補助する教育費支援制度の一つであり

ます。しかし、この制度の運用は、自治体により差が出ているというふうにも言われてお

ります。そこで、防府市では、就学援助の対象をどこまでとしているのか、２００８年、

平成２０年度から新たにクラブ活動費なども項目として追加されましたが、防府市では、

クラブ活動費、あるいは部活動費は対象にしているのか、お伺いをいたします。 
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 ３番目に家庭の経済力と成績の関連性が多くの識者から指摘をされており、学力支援に

ついてのお考えをお伺いをしたいと思います。 

 家庭の経済力と成績の関連性については、多くの識者から指摘されているところですが、

例えば国の資料では、これは、２００９年の５月に開かれた経済財政諮問会議に提出され

た資料ですが、これの中では、親の収入が多いほど大学進学率が高いようなデータが示さ

れています。 

 このほか、国立社会保障・人口問題研究所、ここの社会保障応用分析部長の阿部彩氏は、

ＯＥＣＤ、いわゆる先進国ですね、ＯＥＣＤのＰＩＳＡ調査と言われる国際的な学力調査

の比較から、日本では、下の層の学力がますます低下傾向にあるということを指摘されて

おります。したがって、平均の学力を上げるということが必要ではなくて、底上げするこ

とが日本の教育に必要だと、こういう注意深い指摘もされております。 

 文部科学省が実施をする全国学力学習状況調査でもそのことが指摘されております。 

 例えば、「平成２２年度全国学力・学習状況調査 調査結果のポイント」、こういった

ものが文部科学省のホームページで見られると思いますが、これでは就学援助との関連、

先ほど申し上げました就学援助との関連について、こういうふうに記述をしております。

「就学援助の児童・生徒の割合が高い学校のほうが、その割合が低い学校よりも平均正答

率が低い傾向が見られる」、非常にちょっと抽象的な言い方ですが、就学援助児童の子ど

もが多い学校のほうが間違いが多いと、正答率が悪いと、大きい傾向として見られると、

こういうふうに言っておるわけです。 

 こういうことがあるので、昨年末、１２月の２８日ぐらいだったと思いますが、新聞報

道によれば、来年実施する予定の学力調査では、家庭の経済状況を把握するアンケートを

一緒に行うと、学力テストの中でですね、こういうことを決めております。「学力と家庭

の豊かさの関係を調べて、格差をなくす対策を考えるのに生かすねらいである」、こうい

うふうに新聞には報道されております。こういったことがある中で、全国的には、生活保

護世帯の子に進学支援を拡大する取り組みが広がっております。 

 先ほど述べました厚生労働省の資料の中にも埼玉県、あるいは釧路市、横浜市などの取

り組みが紹介されて、こういったものを全国で拡大していくべきだと、こういうふうに述

べられております。防府市として、こうした学力支援についてどう考えられているのか、

お考えをお伺いしたいと思います。 

○健康福祉部長（清水 敏男君）  子どもの貧困と教育行政につきまして御答弁申し上げ

ます。健康福祉部からは、高校進学率と学力支援につきましてお答え申し上げます。 

 最初に、防府市の生活保護世帯の高校進学率は一般世帯と比べて、どの程度低いかとい
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うお尋ねでございますが、防府市全体の高校進学率は、平成２１年度９７．０％、２２年

度は９８．３％、２３年度は９８．５％となっております。これに対しまして、生活保護

世帯の高校進学率は、平成２１年度は対象者が２人中、１人が進学しておりまして５０％、

２２年度は５人が全員進学いたしましたので１００％、２３年度も、７人全員が進学して

おりまして１００％となっております。 

 このように、本市の生活保護世帯の高校進学率を見ますと、生活保護世帯の対象となる

子どもの数が少ないこと、また、本人や家族の希望で、あえて進学しないケースがあった

場合などは、１名でも大きく数字に影響してまいりますので、進学率だけを単純に比較す

るのではなく、進学を希望する全員が進学できるよう、今後も個別に指導、助言をしてま

いりたいと考えております。 

 次に、家庭の経済力と成績の関連性が多くの識者から指摘されているが、学力支援につ

いてどう考えられているのかというお尋ねでございますが、本市といたしましても、格差

社会の進展に伴い、生活保護家庭に育った子どもが保護を受給するようになるという貧困

の連鎖は重大な問題ととらえております。 

 現在、本市では、「防府市生活保護受給者高校進学支援実施要領」を定めまして、生活

保護世帯の中学３年生を対象に、担当ケースワーカーが日ごろから高校進学に向けた動機

づけを行った上で、本人や家族から意向を伺いまして、進学費用や通学方法など、必要な

情報を提供し、高校卒業まで継続的な支援を行い、本人の教育を受ける権利を保障すると

ともに、将来的には生活保護から自立していけるよう援助しております。 

 また、生活保護制度では、教材費や通学費用、その他必要な費用が認められておりまし

て、入学時の一部の経費を除きましては経済的な負担はほとんどございませんで、進学の

意思がある生活保護世帯の子どもは進学が可能となっております。 

 本市では、生活保護世帯の子どもには、必要な支援は十分行われていると考えておりま

すが、議員御指摘のように、国の制度を利用して、生活保護世帯の子ども向けの学習会や

塾の費用の補助をしている自治体があることは十分承知しております。したがいまして、

この制度につきましては、今後も調査研究をしてまいりたいと考えております。 

 以上、御答弁申し上げます。 

○議長（安藤 二郎君）  教育部長。 

○教育部長（藤井 雅夫君）  ただいまの御質問の２番目の就学援助の対象はどこまでか、

部活動への支援はどこまで可能か、という御質問にお答えいたします。 

 就学援助は、学校教育法の規定に基づき、経済的理由により就学困難と認められる児

童・生徒の保護者に対して、必要な支援をするものでございます。支援の対象は、学用品
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費、通学用品費、新入学児童生徒学用品費、校外活動費、修学旅行費、学校給食費、学校

において治療の指示を受け、政令で、感染または学習に支障を生ずる恐れがあるとされた

疾病、いわゆる「学校病」に対する治療費でございます。 

 次に、部活動への支援についてでございますが、教育委員会といたしましても、学校生

活における部活動は、児童・生徒の心身を健全に育成し、社会性や協調性を育成する上で

大変有意義な活動であると考えております。しかし、部活動の種類により必要経費は異な

りますが、例えば、運動部におけるユニフォーム代、吹奏楽部における楽器代等、使用す

る用具費や大会参加のための旅費などに多くの経費を要し、保護者にとって経済的な負担

となっていることも事実でございます。 

 こうした中、平成２２年度から生活保護受給世帯への教育扶助として、クラブ活動費が

支給されることとなり、就学援助費においても、対象項目に加えるかどうかを、県内他市

の動向も聞き取りながら検討してまいりました。現在、県内他市も本市と同様、就学援助

費の認定率は年々上昇し、総支給額も増大しております。また、平成１７年度に就学援助

費に対する国庫補助金が大幅に削減され、各市とも財政的に苦しい状況であり、部活動費

を対象項目としているところはないのが現状です。今後も対象とする予定はないとのこと

でございます。 

 本市においても、検討はしてまいりましたが、現在のところ、部活動費は、対象項目と

していない状況でございます。御理解を賜りますようお願いいたします。 

○議長（安藤 二郎君）  田中健次議員。 

○２０番（田中 健次君）  防府市の生活保護世帯の高校進学率は、３年間の数字を見ま

すと、１３人中１２人が高校に進学しているということで、パーセントでいけば約９７％

ぐらいになろうと思いますが、遜色がないような形になっておるということは、ほっとい

たしました。 

 ただ、厚生労働省のほうで示されております数字だと、平成２２年度のこの数字ですけ

れども、山口県は、先ほど言いましたように、９７．５％と８１．５％ということで、対

象者１６８人に対して、そういった１６％弱の差がついているということだけ、改めて申

し上げたいと思います。 

 それから、就学援助の対象ですけれども、私、改めて就学援助のあれを見てみましたけ

れども、これには、３月議会で少し議論がありました体育用具費の中に柔道着、これは限

度額７，２００円というふうなことで示されておったりもしましたが、これがやっぱり自

治体によって、どれをひっくるめるのかということと、金額の幅もちょっと違うというよ

うなことも聞きますので、もし数字をお持ちであれば、若干細かな数字もお教え願えれば
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と思います。なければ、これは構いません。 

 それと、クラブ活動費については、今、入れるという考え方はないということでしたけ

れども、これは、中学校については、正しくは部活動ということになるんだろうと思いま

すが、クラブ活動と部活動というのを文部科学省は区別しておりまして、クラブ活動とい

うのは、学校の学科の中でやるのがクラブ活動ですね。それから、部活動というのは、学

校の学科の授業が終わってからやるのが部活動ということで、かつては、これが区別され

ておって、それがあるところからは、部活動をもってクラブ活動にかえることができると

いうような扱いになって、しばらく前からは、中学校については、このクラブ活動という

ものはなくなってしまったということなのですけれども、この部活動について、ことしの

平成２４年から本格的に実施される学習指導要領の中では、初めて部活動について書き込

むような形になりました。それで、学科との関連をもって、教育の一環としてやるんだと

いうふうに書いてありますが、そういうことであれば、やはりこの部活動、クラブ活動に

ついてのものも考えるべきではないかというふうに改めて思うんですが、これについては

どう思われるでしょうか。それで、文部科学省は、限度額として、クラブ活動費、小学校

については２，５５０円、中学校については２万６，５００円という数字を出しておりま

すが、そして、それの半分を、これは要保護児童、要保護生徒については２分の１を国庫

補助するという形にしておりますが、これについてはどういうお考えでしょうか、もう一

度ちょっと改めてお聞きします。 

○議長（安藤 二郎君）  教育部長。 

○教育部長（藤井 雅夫君）  まず、就学援助の対象経費の各市の状況ということでござ

いますが、ちょっと正確な資料は持ち合わせておりませんが、ただ、認定基準は県内、大

体足並みをそろえた状態でございます。ただ、山口市だけが癩癩防府市も含めて県内他市

は大体所得額の生活保護基準の１．３倍ということになっておりますけど、山口市のみ収

入額で判断しております。そして、山口市の場合は、収入によって支給額を変えておりま

す。ですから、山口市だけ少し制度が違うという状況でございます。 

 それと、クラブ活動費についてでございますが、先ほど申し上げましたとおり、これま

で検討はしてまいりましたが、国庫補助というのは、もうほんの一部しか入っておりませ

ん。あとは市の負担ということで、各市ともなかなかクラブ活動費までは、現在、支給し

ていないというのが実情でございます。御理解賜りますようお願いいたします。 

○議長（安藤 二郎君）  田中健次議員。 

○２０番（田中 健次君）  なかなか厳しい答弁ですけれども。 

 それでは、少し次の問題に移りますが、学力支援について、ケースワーカーがそういっ
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た形の相談業務だとか、そういう形でされているというようなお話をお聞きをいたしまし

た。それはそれでいいわけですけれども、やはり、全国的には埼玉、釧路、横浜、それか

ら、新聞の報道では、あと大阪府が中３を対象に週２回だとか、あるいは東京都も塾に通

う費用を補助するだとか、熊本県も若干そういった動きをしておるだとかいうことが示さ

れております。 

 それで、県内を見ると、実はちょっとこれ、３月の県議会の会議録ですけれども、県議

会でもこういった問題が少し取り上げられました。その中で、山口県の健康福祉部長が、

こういうふうに答弁しております。「教育関係を含みます生活全般にわたります支援、助

言については、生活保護世帯との信頼関係の構築につきまして、本来はケースワーカーが

担当する業務となっております」と。これは、先ほど述べられたようなことです。「現在、

各福祉事務所では、高校進学等の進学プログラムを策定するなど、ケースワーカーが学校

とよく連携した上で、進学を控えた中学生の、あるいは親に対して支援を行っておりま

す」と。「こういう中で、宇部市においては、学習支援を必要とする生活保護世帯の子ど

もの数が県内で最も多いということになっておりまして、２１年度から就学・生活支援を

活用した教育支援が行われている」と。宇部市では、２１年度から既にこういった教育支

援が行われておるということです。 

 それで、もう一つ、新年度、２４年度から、同じように健康福祉部長がこういうふうに

言われております。「来年度予算の編成に当たり、県ではお示しの埼玉県の取り組みを踏

まえ、こうした国の制度の活用について、各福祉事務所に意向を確認したところですが、

生活保護世帯の子どもの多い宇部市を除き、現在のところ事業ニーズは低く、取り組む考

えはないとのことでした」ということで、防府市は取り組む考えがないということを回答

されて、宇部市が取り組まれると。それで、宇部市のホームページを見ますと、予算の概

要ということで、就学生活の支援というものが出てまいります。生活保護支給世帯の中学

生に対する学習支援及び社会的居場所づくりということで、３００万円予算が計上されて

おって、これでは、個別実施等実施コーディネーターの人件費、あるいは学習指導ボラン

ティア交通費、こういう形で、合わせて２０人の人に対して４０回、つまり週１回ですね、

学校の授業がある期間週１回の経費、こういったものをひっくるめて事業化をして進めら

れているということであります。 

 そういうことでありますので、ぜひこれについて、調査研究というような形の取り組み

ではなくて、議会の答弁で研究するというのは、通常はやりませんということなので、前

向きに検討するというのが、議会の答弁では検討すると、こういうことになっております

ので、研究するではなくて、ぜひ前向きに検討していただきたいと思うんですが、もう一
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度この点について御答弁願いたいと思います。 

○議長（安藤 二郎君）  健康福祉部長。 

○健康福祉部長（清水 敏男君）  生活保護世帯の実情でございますが、現在、４月１日

現在の数字でございますけれども、中学校に在学している生徒が６名でございます。先ほ

ど「防府市生活保護受給者高校進学支援実施要領」のことに触れましたけれども、３年生

の子どもには、４月から私どもがこういうふうなことで進めていこうといったもので、チ

ェックシートも用意して指導をさせていただいております。これは、子どもさんと、それ

から保護者の方、また、通学先の学校と連携して進めておりまして、小学校に在学してい

る子どもが、４月１日現在で１１名でございますので、小学校の五、六年生から努めて将

来の目標を設定していただいて、夢に向かって実現ができるような指導もあわせてしてま

いりたいと考えております。 

 したがいまして、今の国の就労も含めて自立支援のプログラムがございますので、こう

いったものは引き続き情報として収集し、私ども、本市に合った形でどういう取り組みが

できるかということは研究してまいりたいと考えております。 

○議長（安藤 二郎君）  田中健次議員。 

○２０番（田中 健次君）  それで、一つだけ、疑問に思うことだけこの場で指摘させて

いただきたいと思います。 

 文部科学省が、衆議院の予算委員会に提出した資料というのが、参議院の、これは「経

済のプリズム」という参議院の調査研究の雑誌であります。これに、就学援助の要保護児

童・生徒数、それから、準要保護児童・生徒数というのが県別、それから、自治体別にこ

の参議院のホームページに掲載されております。それの一番新しいデータというのが、平

成２０年度しかないんですけれども、その要保護児童・生徒数、これは主に生活保護の世

帯ということになるんですが、平成２０年度で１５人という人数です。これは、公立小・

中学校の児童・生徒総数の０．１５％というふうになります。 

 ところが、県内の数字を見ますと、この０．１５というのは、他市と比べて格段に低い

んです。先ほどの宇部市は１．９８％です。１０倍の子どもがこの要保護児童・生徒とい

うことで、２８０人の子どもさんが要保護児童・生徒であると。それから、下関は

３８６人であると。あるいは山口市は、５６人、萩市では２０人、防府市よりも多いです

よね、人口が少ないですけども、光市でも２９人という形で、この要保護児童・生徒の数、

県内の平均のパーセントが０．９１％です。０．９１％を当てはめると８８人ぐらいにな

るんですけれども、防府市は、要保護、保護を要しない生徒・児童がそんなに少ないのか

というと、ちょっとそれは疑問ではないかという気もいたします。この辺については、ま
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た別の機会で問題をただしていきたいと思いますが、これ、生活保護行政に関係があるの

か、就学援助の中でこういうふうな形になるのか、いずれにしても、県内の平均の要保護

のパーセントが０．９１、全国的には１．２ぐらいの数字が言われております。それに対

して防府市は０．１５というのは、どうしてこういうふうに少ないのかわかりませんが、

要保護という形できちっと保護をしてないで、そういう人たちが準要保護のほうに回って

いるという形になろうかと思います。 

 準要保護までひっくるめたパーセントは２０．９３％で、県内の平均２３．０６よりも

若干低いぐらいでありますので、そういう形ですけれども、このことだけをちょっと指摘

をして、保護を要しないという形ではない実情が本当は隠されているんではないかという

ことだけ申し上げて、私の質問を終わりたいと思います。 

○議長（安藤 二郎君）  教育長。 

○教育長（杉山 一茂君）  今、田中議員の御質問の、いわゆる子どもの貧困と教育行政

ということで、私ども教育委員会のほうにもやっぱり責任の一端はあるかと思いますので、

ちょっと御発言の機会をいただきました。 

 私、かねがね、経済的云々ということが子どもの教育、結果的には進学に結びつかない、

そうしたところ、経済的云々よりも、高校に何らかの理由で進学できなくて、有職無職少

年、そうした子どもたちが防府の駅前でやっぱりたむろしている。あれを見ると、やはり

どうにかしてやりたいと。現在、生涯学習の必要性が言われているところで、そうした人

間形成で、いわゆる自立する上で一番大切な時期、いわゆる思春期後期、その時期を無目

的で生活するというのは、私どもにとっては耐えられないことだと思っております。 

 そうしたところで、子どもたちに目的を持って、そして、意欲的に学習する、そうした

ところで、人生の大きな目標を持ってそれに取り組んで自己実現をする。そうした教育、

最近ではキャリア教育と呼んでいますが、これが一番大事ではないかと思っております。 

 そのために、私ども教育委員会では幾つかの施策をしております。というのは、先日か

ら申しておりますが、学校格差をつくらない、子どもたちは学校を選べないということで、

格差をつくらないような教育、そうしたところで、子どもたち一人ひとりにつけるべき力

を、それぞれの学年でつけるということで、学力の底上げ、まさに、今、議員の御指摘の

学力の底上げをやりたいというふうに考えております。そうしたところで、先日もお願い

しました、いわゆる全国学力調査とあわせてＣＲＴの実施、さらには一人ひとりにきめ細

かい学習指導ということで、指導員の配置なり、あるいは少人数指導、そして、学級集団

の適正なサポートということで、Ｈｙｐｅｒ癩ＱＵの実施、さらには家庭との連携という

ことで、家庭学習の手引きなどをつくりまして、子どもたちを支援しております。 
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 中学校３年で確かに高校進学のための補習等が大切なんですが、先ほど申しました、生

活保護世帯１１人おるということですので、この子たちも小学校のときから、それぞれ学

び続ける意欲、あるいは目標を持たせて勉強させる、学校教育のほうでそうした支えをし

ていきたいと、そういうふうに考えております。 

 すみません、答えにならない答えかもしれませんが、学校教育のほうでも努力しており

ます。 

 以上でございます。 

○議長（安藤 二郎君）  以上で、２０番、田中健次議員の質問を終わります。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

○議長（安藤 二郎君）  次は、１２番、山本議員。 

        〔１２番 山本 久江君 登壇〕 

○１２番（山本 久江君）  日本共産党の山本久江でございます。今回の質問は、自然エ

ネルギーの導入について、子育て支援について、そして、３つ目に地域における要援護者

への支援強化についてお尋ねをいたします。 

 それでは、最初に、自然エネルギーの導入についてお尋ねをいたします。 

 まず、自然エネルギー導入に対する市の基本的な考え方と住宅用太陽光発電システム補

助制度の拡充についてお尋ねをいたします。 

 福島原発事故は国内だけではなく、世界の人々に大きな衝撃を与えました。それは、原

発事故には、ほかの事故には見られない異質の危険があり、そして、その被害は空間的に

どこまでも広がる危険があり、時間的にも将来にわたって危害を及ぼす可能性があり、地

域社会の存続さえも危うくするからでございます。 

 こうした中で自然エネルギーへの大胆な転換への流れが、この事故を契機にさらに大き

くなってきております。 

 環境省などによりますと、日本の自然エネルギーは大きな可能性を持っておりまして、

実際のエネルギーとなり得る資源量は、太陽光、中小水力、地熱、風力だけでも２０億キ

ロワット以上、日本にある発電設備の電力供給能力の約１０倍とも言われております。ま

た、自然エネルギーの本格的導入は、エネルギー自給率を高めて、そして、新たな仕事と

雇用を生み出していく。そして、地域経済の振興と内需主導の経済への大きな力となるこ

とが特徴でございます。 

 新聞報道によりますと、千葉大学大学院の倉阪秀史教授らが昨年末に発表した報告によ

りますと、地域の暮らしに必要なエネルギーを太陽光や風力、地熱、小水力などの再生可

能エネルギーで１００％を賄える自治体は５２自治体に上ることが発表されました。地域
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のまさに特性を生かした取り組みが進んでおります。市においては、自然エネルギー導入

に対してどのように考えておられるのか、その基本的なお考えをお尋ねをいたします。 

 また、現在、防府市では、住宅用太陽光発電システム設置費補助金制度がございますけ

れども、１キロワット当たり１万５００円となっております。しかし、太陽光発電システ

ムは、設置に多額の費用がかかることから、市民の皆様から、この補助制度の拡充を求め

る声が挙がっております。この点で、市としてどのようにお考えか、お尋ねをいたします。 

 ２点目は、公共施設における自然エネルギーの活用についてでございます。太陽光など、

地域に見合った自然エネルギーの活用を市が積極的に進めていくために、公共施設での取

り組みが期待されるところでございます。エネルギーは地産地消というこの立場で、市に

ある資源を生かして環境問題にも取り組み、市民生活の利便性向上につなげることがとて

も大切だと思います。 

 今後、公共施設において、自然エネルギーの活用にどのように取り組んでいかれるのか、

お尋ねをいたします。よろしくお願いいたします。 

○議長（安藤 二郎君）  山本議員の質問に対する答弁を求めます。市長。 

        〔市長 松浦 正人君 登壇〕 

○市長（松浦 正人君）  御質問にお答えいたします。 

 まず、自然エネルギー導入に対する市の基本的な考え方についてのお尋ねでございまし

たが、御指摘のとおり、我が国のエネルギー政策は、福島原発事故を発端として、電力供

給のあり方を中心に大きな転換期を迎えていると認識しております。特に、この夏は需給

が逼迫した地域への融通電力を極力確保することとなったことから、中国電力管内におい

ても、節電の要請がございます。私も６月の市広報におきまして、市民の皆様に、できる

範囲で無理なく夏の節電に努めていただくようお願いのメッセージを出しているところで

ございます。 

 このような状況下、今後のエネルギー政策におきましては、節電などの省エネルギーの

推進とともに、我が国のエネルギー自給率向上につながり、発電時に二酸化炭素を排出し

ない、自然の力で繰り返し電気を生み出すことができるエネルギー、つまり、再生可能な

エネルギーの普及の重要性はますます高まっていると感じております。 

 この再生可能なエネルギーの「固定価格買取制度」が来月７月１日から始まろうとして

おりまして、国を挙げて、より一層の導入の拡大に取り組むことが求められるものと考え

ております。 

 このような中、本市におきましては、社会動向の変化や新たな課題などを踏まえ、平成

２３年度に防府市環境基本計画の見直しを行い、今後１０年間の計画の基本目標として、
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「自然と調和のとれた環境の創造、明るい・豊かな・健やかな郷土の継承」と定めたとこ

ろでございます。この目標を実現するための施策の一つとして、エネルギー資源全体の保

存や地球温暖化対策の観点から、「省エネルギー・新エネルギーの普及を進める」ことを

掲げております。 

 これは、限りあるエネルギーの効率的な利用の推進とともに、地域でエネルギーを育て、

使うという、エネルギーの地産地消の観点から、自然エネルギーなどの普及を進めていく

ものでございます。 

 今後は、防府市環境基本計画に基づき、市民、事業者、行政の三者が協働して、省エネ

ルギー化された製品の製造と利用を進めるとともに、石油などの枯渇性エネルギーに依存

しない方法を積極的に選択することで、省エネルギー・新エネルギーの普及が進むよう取

り組んでまいりたいと考えております。 

 次に、住宅用太陽光発電システム補助制度の拡充についてのお尋ねでございますが、こ

の新エネルギーの普及に関しましては、現状では、本市の地理的、地形的な特徴が十分に

生かせる太陽光発電の普及が現実的であると認識しております。この補助制度につきまし

ては、平成１２年度から実施しておりますが、利用件数の推移をみますと、平成１８年度

までは年平均４３件でございましたが、平成２１年度の制度再開以降につきましては、平

成２１年度が９０件、平成２２年度は３０４件、平成２３年度には３９２件と、大幅に増

加してきております。今年度も、５月末現在で７０件と、順調に推移しておりまして、昨

年度と同様の４００件程度の申し込みがあると見込んでおります。 

 この増加傾向につきましては、国及び市の補助制度の再開に加えまして、平成２１年

１１月から開始された「太陽光発電からの余剰電力の買取制度」が要因となっていると考

えられます。 

 なお、御承知のとおり、平成２３年度から国が実施しております住宅用太陽光発電シス

テムに対する補助制度の改正により、補助金額が大幅に引き下げとなりましたが、本市の

補助制度につきましては、この国の制度改正を受けて、従来の定率制から定額制へと、補

助金の算定方法を変更いたしておりまして、１キロワット当たり１万５００円の補助額を

維持いたしてきているところでございます。 

 このようなことから、住宅用太陽光発電システム補助制度につきましては、エネルギー

問題に関する関心が高まる中で、住宅用太陽光発電からの余剰電力の買取りに加え、シス

テム価格の低下などにより、住宅用太陽光発電が普及拡大している状況や、さらには、再

生可能エネルギーの固定価格買取制度という新制度が導入されることを勘案いたしますと、

現時点におきましては、現行の市の補助制度を維持しながら、今後の諸要因の推移を注視
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してまいりたいと考えておりますので、御理解のほどお願い申し上げます。 

 次に、公共施設における自然エネルギーの活用についてのお尋ねでございましたが、市

有施設への自然エネルギーの導入につきましては、現在の発電技術や本市の気候の特色な

どから、太陽光発電の導入を進めてきたところでございます。昨年度に建て替えました宮

市保育所につきましては、５．５キロワットの太陽光発電システムを設置しております。 

 また、これまで青少年科学館ソラールあるいは小野小学校に２０キロワットの太陽光発

電システム、消防本部庁舎に３０キロワットの太陽光発電システムを設置しておりますほ

か、体育館ソルトアリーナの駐車場と運動広場、避難所となっております市立の学校及び

公民館に蓄電池を備えた独立型・防災型の外灯用システムも設置いたしているところでご

ざいます。 

 先ほども申し上げましたとおり、今年度から、新たな防府市環境基本計画に基づき、省

エネルギー・新エネルギーの普及を進めておりまして、市といたしましても、一事業者・

一消費者であるとの立場から、今後も消費エネルギーの削減効果だけではなく、防災上の

効果や環境教育、普及啓発の効果も含めまして、費用対効果を検証し、太陽光発電システ

ムなどの自然エネルギーの導入について、積極的に検討してまいります。 

 また、議員御指摘のとおり、本市の特性に合った効率的な施策展開を行うため、国のエ

ネルギー政策の動向や自然エネルギーの利用技術なども注視しながら、新しい技術の導入

についても情報収集に努めるとともに、導入の方法について調査研究を行ってまいります。 

 以上、御答弁申し上げました。 

○議長（安藤 二郎君）  山本議員。 

○１２番（山本 久江君）  それでは、再質問をさせていただきます。 

 全国で進んだ経験を学ぶということはとても大事なことでございますが、電力自給率

１６０％、大変な数値でございますけれども、これを達成した岩手県葛巻町ですが、どの

ような取り組みがされたのか、大変関心のあるところでございますが、この町では、平成

１０年度に「葛巻町新エネルギービジョン」、これを策定いたしまして、その理念の具体

化を行う中で、風力発電あるいは太陽光発電、それから、木質バイオマスエネルギー等設

備導入を進めておられます。 

 さらに、平成１５年度には、「葛巻町省エネルギービジョン」、これを策定されて、新

エネルギー、あるいは省エネルギーを両輪とした「くずまきエネルギービジョン」の構築

につなげて、住民あるいは事業者、行政が一体となった行動を進めておられます。 

 現在、お聞きしますと、省エネルギービジョン後期推進計画の取り組み中だということ

でございますが、「このまちの環境、これは、未来の子どもたちへの贈りもの」と、こう
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いう位置づけのもとに、空気や水を汚さない、食料の自給率を向上する、そして、エネル

ギーの自給率の向上、これを目標に取り組んでおられます。 

 防府市が自然エネルギーの導入に向けた取り組みを行っていく場合に、ビジョンや、そ

れから、計画の策定等、必要になってまいりますけれども、その点では執行部はどのよう

に考えておられるのか、お答えをお願いいたします。 

○生活環境部長（柳  博之君）  自然エネルギーの導入を普及するため、市がビジョン

を持って計画的に進めるべきではないかという御質問でございますが、議員御承知のとお

り、福島原発事故を受けまして、国におきましては、エネルギー問題に関する集中討議が

行われまして、原子力発電への依存度を、２０３０年には５割とするとした現行のエネル

ギー基本計画を白紙で見直すべき状況にあること、また、前提であると信じてきたことも

含めて、白紙からエネルギー・環境戦略を見直し、新たな合意形成を急がなければならな

いことなどが再確認されてきております。 

 これを受けまして、昨年の６月から国家戦略担当大臣を議長とする、エネルギー・環境

会議が設けられまして、原発への依存度低減、分散型システムへの移行、国民的議論の展

開という３つの大きな方向性のもと、聖域なきエネルギー・環境戦略の練り直しが省庁横

断的に進められてきているところでございます。 

 今月開催されました会議におきましても、まずは、エネルギー・環境戦略に関する複数

の選択肢を提示し、選択肢に基づき、国民的議論を展開した上で戦略決定につなげるとい

う基本方針のもと、原子力政策、そして、複数のエネルギーの最適な組み合わせ、いわゆ

るエネルギーミックスでございます。それと、国内温暖化対策をどう組み直すのか等の視

点で、選択肢提示に向けた検討が精力的に続けられておるところでございます。 

 このような状況下、本市といたしましても、防府市環境基本計画に基づき、ビジョンを

持って計画的に省エネルギー・新エネルギーの普及を進めていくことは重要なことである

と認識しているところではございますが、まずは、節電などの省エネルギーの普及を推進

するとともに、住宅用太陽光発電システム設置費補助制度を継続しながら、現在、ゼロ

ベースで見直しが進められている国のエネルギー・環境戦略の動向を注視しつつ、本市の

地域の特性に応じた自然エネルギーの普及を調査研究してまいりたいと考えておりますの

で、御理解を賜りたいと思います。 

 以上です。 

○議長（安藤 二郎君）  山本議員。 

○１２番（山本 久江君）  お隣の山口市でも、平成２２年２月に、再生可能な資源から

生み出される新エネルギーの十分な活用を進めることが喫緊の課題であるということで、
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地域新エネルギービジョンが策定をされております。ぜひ防府市でもそういった取り組み

となるようにお願いをいたしておきます。 

 次に、補助金の増額についてでございますけれども、太陽光の発電システム、大変、設

置するのに多額の経費がかかります。市民から補助金をもっと増やしてもらえないだろう

かと、こういう声がたくさん寄せられております。 

 全国的にいろいろ調べてみましたら、設置負担をなくすために、例えば、長野県飯田市

では、これは、産業建設委員会ですか、視察に行かれたようでございますけれども、市民

出資の「おひさまファンド」によって、地域ぐるみで新エネルギーの導入を支える仕組み

をつくっていると、こういう取り組みもございます。 

 県内で補助金、どのぐらい各市出しているのかと調べてみましたら、例えば、光市など

では、１キロワット当たり３万５，０００円で上限１４万円の補助を出しておられます。

和木町、平生町、阿武町も同様の取り組みを行っておられますが、せめてこのレベルまで

市としてもっていけないだろうか。大変、防府市は、気候的にも太陽光発電システムの設

置にふさわしい場所だと思っておりますので、そのあたりもう一度御答弁をお願いしたい

と思います。 

○生活環境部長（柳  博之君）  太陽光発電システムの補助金をもっと上げるべきでは

ないかという御質問でございますが、まず、県内の状況、平成２４年度の県内の状況を見

ますと、住宅用太陽光発電システムの補助制度を持っております市は、防府市を含めまし

て、１３市中７市でございます。昨年までは６市でございましたが、昨年の事故を踏まえ

まして、下関市と美祢市が新たに参入されましたが、柳井市が本年度から撤退をされてお

ります。そして、６プラス２引く１ということで、本年度は７市ということでございます。 

 なお、７市のうちには、実は岩国市さんも入っていらっしゃいますけれども、本年度を

最後に来年からやめられるということで、来年は１３市中６市ということになるようでご

ざいます。 

 県内の半数の市が行っているという状況でございます。なお、町につきましては、６町

のうち４町で実施されておるということでございます。 

 補助金額ということでございますが、まず、本市は、議員御案内のとおり、１キロワッ

ト当たり１万５００円でございまして、上限額は１０万４，０００円でございます。他市

につきましては、周南市、山口市、美祢市、岩国市の４市が１キロワット当たり１万円で

ございまして、上限額が４万円でございます。ことし参入された下関が、１キロワット当

たり１万円でございまして、上限が３万円でございます。光市が、先ほど議員さん３万５，

０００円というふうにおっしゃいましたけれども、これは、昨年の数字でございまして、
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光市さんは、１キロワットあたり２万９，０００円でございます。これは、市内・市外業

者で違うんですが、市内業者の場合が２万９，０００円の補助金、上限額が１１万６，

０００円というふうになっております。 

 ただ、光市さんの補助金額が突出してはおりますが、申し込み者多数で予算額を超える

ような場合、光市さんは、先着順の受付で年度予算の範囲で終了ということになっており

ます。ほかの市は補正で対応するというふうにお聞きしております。 

 なお、本市の場合、当初予算は１，８９０万円と、県内でトップでございます。 

 なお、参考までに町におかれましては、和木町、平生町、阿武町の３町が１キロワット

当たり３万５，０００円でございまして、上限額が１４万円、周防大島町が１キロワット

当たり１万円でございまして、上限額が９万９，０００円というふうになっております。 

 このように、本市の場合、県内他市町と比較いたしますと、補助単価は多くの市が採用

している単価とほぼ同レベルでございます。若干５００円ほど高うございますが、ほぼ同

レベルでございますが、対象範囲が広いということと、上限金額が高いということが本市

の特徴となっております。 

 先ほど来、市長も申し上げましたように、制度の利用件数は順調に推移しておりまして、

昨年度も補正予算で対応をさせていただいたところでございますが、この予算規模までも

含めますと、本市の補助制度は他市と比較しましても、僅差ではありますが、県内でもト

ップクラスではないかと、そういう手厚い制度であるというふうに考えておりますので、

御理解を賜りたいと存じます。 

 以上でございます。 

○議長（安藤 二郎君）  山本議員。 

○１２番（山本 久江君）  次に、公共施設の率先導入について、今後、学校施設につき

ましては、桑山中学校、右田小学校が改築をされます。さらに、耐震化の非常に低い文化

福祉会館や公民館など、老朽化著しい公共施設の改築の場合に、ぜひ自然エネルギーの活

用、中でも太陽光発電システムの設置、防災上の観点からも必要な分散型のエネルギー供

給システムも必要になってくると思いますが、まず、太陽光発電システムの設置をお願い

したいと思いますが、そのあたり、いかがでございましょうか。よろしくお願いいたしま

す。 

○議長（安藤 二郎君）  総務部長。 

○総務部長（阿川 雅夫君）  今後の公共施設の整備に当たっては、こういった太陽光発

電とか、自然エネルギーの活用を図っていったらどうかということでございます。この前、

従来より御報告しておりますように、現在公共施設につきましては、学校施設を先行して
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実施している状況で、そのほかの公共施設につきましては、今現在、２次診断をしている

さなかでございます。 

 今後、２次診断結果をもちまして、今後の公共施設の整備推進計画、こういったものを

つくってまいる所存でございます。そうした折に、今、議員御提案の太陽光発電等の整備

につきましても検討してまいりたいと、このように考えております。 

○議長（安藤 二郎君）  教育部長。 

○教育部長（藤井 雅夫君）  学校などの教育施設の改築をするに当たり、太陽光発電シ

ステムを設置するなど、自然エネルギーを有効活用した環境に優しい教育施設とすること

は、省エネルギー、省資源化といった面だけではなく、学習活動への活用による子どもた

ちへの環境教育の観点や地域への波及効果による市民の環境意識醸成という観点において

も、学校などの教育施設が先導的な役割を果たすことができるものと考えております。 

 こうしたことから、右田小学校及び桑山中学校をはじめ、今後、改築予定の学校につき

ましては、設計段階において、太陽光発電システムの設置を具体的に検討したいと考えて

いるところでございます。 

○議長（安藤 二郎君）  山本議員。 

○１２番（山本 久江君）  それでは、よろしくお願いいたします。 

 大きな質問の２点目に入ります。子育て支援について、まず、保育料の軽減につきまし

てお尋ねをいたします。 

 厚生労働省が発表いたしました２０１１年の合計特殊出生率、女性１人が一生に産む子

どもの数の推計でございますけれども、これは、１．３９で、前年と同水準にとどまりま

したが、生まれた子どもの人数は２万６０６人減の１０５万６９８人となり、最低を更新

いたしました。 

 防府市はどうなっているか、人口統計で担当課に調べていただきました。昨年生まれた

子どもの数は、前年比７０人減の９９０人でございます。１９６２年、昭和３７年以後、

５０年間の統計で、子どもの生まれた数が最も多かった１９７３年、昭和４８年の、この

年は１，８６２人、子どもが生まれておりますけれども、この５３％、約半分となってお

ります。 

 少子化についての内閣府の国際意識調査が２０１１年度、やられておりますが、その中

で、欲しい子どもの数を２人、３人と答えた親が日本では８割以上います。しかし、欲し

い子どもの数まで増やせないという人が５割以上でした。その理由として最も多かったの

が、子育てや教育にお金がかかり過ぎる、これが約４割ということでございました。 

 防府市でも、次世代育成支援に関するニーズ調査、平成２０年に行われておりますが、
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就学前児童のいる世帯と小学校の児童のいる世帯を対象に、子育ての不安や悩みを尋ねた

ところ、子どもの教育、あるいは健康や医療、安全に関することとあわせて、子育てに出

費がかかることが上位となっております。 

 今日、低賃金労働の常態化、あるいは失業、非正規雇用の拡大が子育て世代を直撃いた

しております。 

 総務省の調査によりますと、２０００年から１０年で子育て世代の年間の可処分所得は、

２９歳以下で２５万円、３０から３９歳で２２万円と、それぞれ大幅に減少いたしました。

加えて、４月から新しい児童手当の制度が実施をされますけれども、年少扶養控除の廃止

で、年収４００万円台中ごろより上の世帯では、実質手取額がマイナスとなります。子育

て世代の負担を軽減して、子育てを支援していくことは待ったなしの課題ではないでしょ

うか。 

 ところが、今、子どもを保育所に通わせながら、懸命に働いている子育て世帯に負担が

重くのしかかっているのが保育料でございます。平成２４年度の防府市保育料基準額表を

見ますと、例えば、前年度の所得税が４万円の世帯が、３歳未満の子ども２人を入所させ

た場合、保育料は毎月５万５，５００円となります。また、前年度の所得税額が１１万円

であれば、３歳未満の子ども２人入所させますと、毎月８万１，０００円保育料を納めな

ければなりません。本当に高額となっております。 

 国の基準が余りにも高いので、全国の自治体で独自の保育料基準額をつくり、対応いた

しておりますけれども、若い子育て世帯にとって、その負担は大変厳しいものでございま

す。 

 保育料基準額の表の階層区分をより細分化することなどで、保育料の軽減を図り、さら

に子ども３人以上入所させると、今３人目は負担額なしとなっておりますけれども、これ

を２人目からとなるように、子育て支援の思い切った施策を打ち出してほしいというふう

に考えておりますが、いかがお考えか、御答弁をお願いいたします。 

○議長（安藤 二郎君）  健康福祉部長。 

○健康福祉部長（清水 敏男君）  保育料の軽減についてのお尋ねにお答えいたします。 

 市では、保育料の負担軽減は、少子化対策の重要な施策の一つと認識しております。こ

れまでも保育料の軽減負担に努めてまいりました。 

 本市の保育料は、国が示しております保育料徴収基準額の各区分の保育料単価を低く設

定するとともに、所得階層区分や年齢区分をさらに細分化し、所得が少ない保護者に配慮

して、可能な限り、保護者の負担軽減に努めてきたところでございます。平成２０年度に

も、保育料を見直しまして、引き下げを実施いたしております。 
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 負担軽減額を平成２３年度で申し上げますと、国の徴収基準による保育料総額は約６億

４，０００万円でございますが、本市の保育料収入は約５億４，０００万円となっており

まして、差し引き約１億円の本市独自の軽減措置を行っているところでございます。 

 また、国制度ではございますが、多子世帯における保育料の軽減策といたしましては、

保育所等に２人以上同時入所の場合の保育料につきまして、２人目半額、３人目以降は無

料となっております。 

 さらに、県制度の多子世帯保育料等軽減事業によりまして、３歳未満で第３子以降の児

童につきましては、保育料を無料または半額とし、保育料の負担軽減を図っているところ

でございます。 

 今年度８月からは乳幼児医療の無料化を拡大実施するなど、厳しい財政状況の中、限ら

れた財源により、児童福祉諸施策に取り組んでまいります。また、受益者負担の原則もご

ざいますので、さらなる保育料の引き下げや第２子の無料化といった軽減は、大変難しい

と考えておりますので、御理解を賜りますようお願い申し上げます。 

○議長（安藤 二郎君）  山本議員。 

○１２番（山本 久江君）  それでは、再質問させていただきます。 

 先月、共産党市議団で市民アンケートを実施させていただきました。子育てにかかわっ

ても大変多くの意見をいただきましたが、その中で、保育料についても切実な御意見をい

ただきました。ある２０代の女性はこのように書いておられました。保育料がすごく高く

て困っています。我が家では、家賃より、車のローンより保育料が高く、毎月苦しいです。

働けば働いた分保育料が上がり、本当にどうしていいかわかりません。本当に困っている

ので、市外へ転居も検討中、防府市が好きなのに残念と訴えておられます。孫の保育料が

高過ぎるといった７０代の男性の声もございました。 

 次世代育成行動計画では、「子育てにやさしい 子どもが 家庭が 地域が 輝くま

ち」、これの実現を目指すとしておりますが、ならば、こうした声にきちんとこたえてい

く必要があるのではないでしょうか。 

 先ほどの御答弁の中で、国の基準額よりも軽減額、御答弁いただきましたが、まず、国

への財政的支援をもっと求めていく、しっかり求めていく、この点ではどのようにお考え

か、お尋ねをいたします。 

○議長（安藤 二郎君）  健康福祉部長。 

○健康福祉部長（清水 敏男君）  議員がただいま申されましたとおり、保育料の軽減は

子どもを育てる保護者の方々の負担が大変重たい状況にあるということは認識しておりま

す。したがいまして、子育て支援をしていく上では、負担軽減というのは御答弁申し上げ
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ましたように、大変重要な課題と認識しておりまして、市単独での取り組みには限度がご

ざいますので、市長会等を通しまして、国、県に強く要望してまいりたいと考えておりま

す。 

○議長（安藤 二郎君）  山本議員。 

○１２番（山本 久江君）  松浦市長にお伺いをしたいと思います。 

 先ほど申し上げましたように、防府市では、生まれてくる子どもの数が１，０００人を

切りました。この５０年間で１，０００人を切っているのが、平成１７年と１９年、切っ

ているんですけども、だんだん子どもの数が減ってきている、こういう状況でございます。

先ほども申し上げましたように、ピーク時の半分と。 

 一方で、子育て世帯にとっては大変経済的な厳しさが続いております。子育てが本当に

難しい時代となっている状況がございます。若い子育て世代が、本当にこの防府市に住ん

でよかったと思えていく、そういうまちにしていくためには、今、子育て支援にかかわる

思い切った施策が必要ではないかと思いますけれども、いかがでございましょうか。本当

に、若い子育て世代に、このまちから逃げたいなどと言わせてはならんと思うんですよね。

その点で、医療費の問題は８月から対象幅を広げていくという施策を打ち出されましたけ

れども、この点で、ぜひ思い切った施策をお願いしたいと思います。御意見をお聞かせく

ださい。 

○議長（安藤 二郎君）  市長。 

○市長（松浦 正人君）  子育て世代への支援ということは、私も実は切実な問題として

とらまえております。今月１名誕生する予定でございますが、計７人の孫が、７歳を頭に

７人の孫がすべて防府に住んでおります。そのうち３人は同居でございますので、長男の

年収は手取り２００万円を切っておりますが、同居でございますので、何とか一緒に生活

をすることによって生活が可能になっておりまして、２人の孫が幼稚園に通わせていただ

いております。１人はことし小学校へ入学をいたしております。 

 したがって、その嫁からどんだけ大変な状態かということは、折々家内の口を通して聞

いてはおるところでございますが、しからば、どのようなことができるかということにな

りますと、私はたくさんの方法が存在すると思っております。 

 例えば、同居の世帯に対しては何がしかの助成をすることによって、核家族化から同居

の家族としての、いろいろな意味でのよさもそこにはございますし、節約も生じてくるわ

けでございますので、そういうことを促す政策はできないかとか。私の孫はいずれも幼稚

園でお世話になっておるわけでございますが、もう一人のほうは、本当に共働きで、もう

まさに気違いざたみたいなような形で過ごしております。幼稚園に延長でお願いをして、
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もうぎりぎりまでお願いをして、もう息せき切って子どもを連れて帰るというようなこと

が、毎日の行事でございまして、これまた切実な課題を抱えているというふうに思ってお

りますので、議員が御指摘のように、先般のアンケート配布、私も見させていただきまし

たが、そのお答えとして、そのようなお気持ちをお持ちの方がおられる、なるほどなとお

聞きしたようなわけでございます。いろいろな御意見、いろいろな方法があるということ

も頭に入れながら、今後の、研究ではなくて検討課題とさせていただきたいと思います。 

○議長（安藤 二郎君）  山本議員。 

○１２番（山本 久江君）  防府の次世代育成行動計画がございますけれども、ここには、

子どもと子育てにやさしい社会の構築を目指すと、これは未来への投資だと、こういう考

え方も書いてございます。真にその視点で、少子高齢化に対応した、この時代が大きく変

わるそのときにしっかりと子どもたちへの支援、子育て世代への支援をぜひともよろしく

お願いをしたいというふうに思います。 

 続きまして、就学援助制度の拡充についてお尋ねをいたします。ことし２月に文部科学

省による平成２２年度の子どもの学習費調査が公表されました。公立の小学校で、学校教

育費と給食費で平均９万７，１５６円、公立中学校では、平均１６万６，９４９円かかっ

ていると。さらに学校外活動費を加えると学習費は相当な金額となります。 

 御承知のように、義務教育はこれを無償とする、これは、憲法第２６条の規定でござい

ますけれども、こうした調査を見る限り、実態は大きくかけ離れておりまして、父母負担

に依存している状況が見られます。今日の厳しい経済状況のもとで、そのことは子育て世

帯にとって大変な負担となっております。 

 学校教育法第１９条は、「経済的理由によって、就学困難と認められる学齢児童又は学

齢生徒の保護者に対しては、市町村は、必要な援助を与えなければならない」と、援助の

主体は市町村であるとしております。保護者の負担を救う命綱と言うべきものが、就学援

助と言っても過言ではございません。 

 この制度、その対象は、防府市では、例えば、父親３５歳、母親３０歳、子ども９歳と

４歳、この４人家族の場合ですけれども、所得が２６８万円未満となっておりまして、生

活保護基準の１．３倍とされております。しかし、平成１６年度以降、その基準額がだん

だん引き下げられてきておりまして、制度が利用しにくくなってきているのが実情でござ

います。保護者の負担を少しでも軽減するために、認定のための所得基準、あるいは生活

保護基準の１．３倍をさらに引き上げていただきたいと考えますが、いかがお考えでござ

いましょうか。 

 また、先ほど田中議員がクラブ活動費癩癩生徒会費、ＰＴＡ会費も加わるんですけれど
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も、質問をされました。この就学援助制度の中に入れてほしいという、こういう御意見、

私もそう思います。 

 ２００９年の７月３日に、文部科学省に設置をされました「教育安心社会の実現に関す

る懇談会」、専門家の会議ですけれども、ここが「教育費の在り方を考える」と、こうい

う報告書を提出いたしておりますけれども、その中を見ましたら、「生徒会費や部活動に

要する経費など、現行の制度でカバーできていない部分への対応や認定基準の考え方、在

り方、さらに国の財政支援の在り方について検討することが必要である」と、こういうふ

うに述べております。 

 御答弁は、先ほど田中議員の質問でわかりましたので、また、改めて行いたいと思いま

すが、壇上で生活保護基準の１．３倍、さらに引き上げてほしいという、この答弁だけ、

よろしくお願いいたします。 

○議長（安藤 二郎君）  教育部長。 

○教育部長（藤井 雅夫君）  就学援助制度の拡充についての御質問にお答えいたします。

所得による認定基準を現行の生活保護基準額の１．３倍から引き上げてはどうかとの御質

問でございますが、御承知のように、本市における就学援助費の認定要件は、文部科学省

の特別支援教育就学奨励費の需要額測定に用いる保護基準額等早見表をもとに算出した所

得基準額に１．３を乗じた金額より所得が少ない世帯を対象としております。本市の全児

童・生徒数に対する認定者数の割合、いわゆる認定率は、平成２１年度が２１．４％、平

成２２年度が２４．１％、平成２３年度が２２．７％で、いずれの年も県内各市の平均を

上回る高い水準にあります。また、平成２２年度における山口県内市町の認定率は、大阪

府に次いで全国で２番目の高さでございました。 

 県内他市におかれましても、就学援助制度の認定を受けられる人数が年々増加し、援助

費の増加による財政負担が大きくなったことから、数年前から認定基準を引き下げておら

れ、現在、収入額を基準としている山口市を除き、ほかの市はすべて本市同様、基準額の

１．３倍としておられます。 

 議員御指摘の認定基準引き上げについては、本市といたしましても、当面現状を維持し、

引き続き、就学援助制度の周知を図ってまいりたいと考えておりますので、御理解賜りま

すようお願いいたします。 

○議長（安藤 二郎君）  山本議員。 

○１２番（山本 久江君）  再質問をさせていただきますが、なかなか厳しい御回答でご

ざいました。 

 平成１６年度から、その基準額はどんどん下がっております。それは、よく調べてみま
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すと、生活保護基準の中身となる冬季加算額とか、それから、期末一時扶助とか、住宅扶

助等がどんどん削られていった経緯があるんです。仮に平成１６年度を基準にいたします

と、今年度は、１．０１倍という、ほぼ生活保護基準並みというふうになります。大幅な

制度の後退と言わなければならないというふうに思います。 

 平成１７年度以降、国の補助が一般財源化をいたしました。国からの措置割合が極端に

低くなる中で、自治体の負担が増えて、その結果、対象となる基準が減らされていった経

緯がございます。ぜひ国への財政支援を求めていただきたいということをお願いすると同

時に、さらに検討していただきたいということを要望させていただきます。 

 それから、就学援助の医療費にかかわる援助ですけれども、学校保健安全法に基づいて

その対象となる病気が指定をされております。例えば、トラコーマ、結膜炎、虫歯、寄生

虫病、中耳炎等々ございますけれども、最近増えているアトピーとかぜんそくなどの疾病

を、その対象となるように国に対して働きかけていただきたいというふうに考えますけれ

ども、いかがでございましょうか。また、それができない場合、当面、市で対応ができな

いものかどうか、その点をお尋ねいたします。 

○議長（安藤 二郎君）  教育部長。 

○教育部長（藤井 雅夫君）  就学援助の対象となる学校病につきましては、伝染性また

は学習に支障の生ずる疾病で政令で定めるものとなっておりまして、学校保健安全法施行

令に指定されるものでございます。アトピー性皮膚炎につきましては、一時、文部科学省

が学校病に加えるべく検討を行っておりましたが、指定されないまま現在に至っており、

また、県内他市におきましても、現在のところ、独自に支給対象に加えている例はござい

ません。本市といたしましても、現在のところ、就学援助の対象に加えることは困難であ

ると考えておりますので、御理解を賜りますようお願いいたします。 

 なお、国への働きかけにつきましては、他市とも協議してまいりたいと考えております。 

○議長（安藤 二郎君）  山本議員。 

○１２番（山本 久江君）  実は学校病の状況を昨年、一昨年と、ちょっとお聞きする予

定でございましたけども、時間が迫っておりますので、私がお聞きしたところによります

と、疥癬など、余り病気としてないものがございまして、これはこれで残していただきた

いんですが、現在の子どもに多いアトピーあるいは喘息など、最近の児童・生徒を取り巻

く環境等の変化に応じたものに改善をしていくように、要望をしていただきたいというふ

うにお願いをいたしておきます。 

 最後に、就学援助制度の周知についてでございますが、例えば、市のホームページなど

で紹介の場合に、これは申請手続とあわせて、制度内容をもう少し詳しくできないものか、
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就学援助制度の内容そのもの、それを詳しく紹介していただきたいと思いますが、その点、

どうでございましょうか、お聞きいたします。 

○議長（安藤 二郎君）  教育部長。 

○教育部長（藤井 雅夫君）  現在のホームページには、就学援助費の制度について概要

を掲載しておりますが、内容の見直しを行いまして、より詳しく制度の内容について記載

することとして、市民の皆様に制度の周知を図ってまいりたいと考えております。 

○議長（安藤 二郎君）  山本議員。 

○１２番（山本 久江君）  よろしくお願いをいたします。 

 最後の大きな質問でございますが、地域における要援護者への支援強化についてでござ

います。要介護認定者も対象となるよう、福祉タクシー制度を拡充できないかお尋ねをい

たします。 

 現在の福祉タクシー制度は、御承知のように、身体障害者手帳１級から３級、療育手帳

Ａ、精神障害者保健福祉手帳１級を持っておられる方がタクシーを利用するときに、料金

の一部、１回につき５００円ですけれども、年間５０枚、交付されます。人工透析の患者

の方には通院状況に応じて増冊されております。 

 この制度がこれまで障害のある方の社会参加と自立を支援して、外出支援策として大変

喜ばれていることは御存じのとおりでございます。 

 しかし、介護が必要だと認定された要介護者で、身体障害者手帳をお持ちでない方は、

この制度を利用できない現状にございます。在宅介護を受けている方は、実際、なかなか

外に出にくい環境にありまして、とりわけ、周辺地区に住んでおられる方にとりましては、

バス停が遠く、タクシーを使わざるを得ず、医療費よりタクシー代がかかるなど、本当に

負担が大きいのが現状です。 

 全国的にも、富山市など、病院への通院等の外出支援、あるいは社会参加の促進を図る

目的で、外出支援タクシー券を発行している自治体、これが最近増えております。 

 県内でも山口市が「おでかけサポートタクシー料金助成制度」として実施をいたしてお

りまして、今年度はその対象を要介護から要支援の方まで広げて、大変関係者から喜ばれ

ているそうでございます。 

 これまでも一般質問で取り上げまして、要介護認定者の状況、他市の状況の取り組み事

例を参考にしながら、今後、検討してまいりたいと、こういう答弁をいただいております

けれども、改めて、どのようにお考えか、お尋ねをいたします。 

○議長（安藤 二郎君）  健康福祉部長。 

○健康福祉部長（清水 敏男君）  お尋ねの福祉タクシーの制度を拡充できないかという
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お尋ねでございますが、議員、先ほど述べられましたように、平成２２年１２月議会にお

きましても同様の御質問をいただきまして、引き続き、今後の研究課題とさせていただき

ます旨を、お答えさせていただいております。 

 第６次の防府市高齢者保健福祉計画策定に当たりまして、平成２３年４月に要介護認定

者１，０００人を対象としてアンケート調査を行っております。この回答を見ますと、要

介護認定者の中で、外出を控えているとされた方が約７０％おられまして、その理由とい

たしましては、ほとんどの方が身体機能の低下などを理由に上げられておりまして、外出

に係る費用、すなわち経済的な理由を挙げられた方は最も少なかった、といった結果でご

ざいました。 

 これは、要介護認定者に対しましては、デイサービスや通所リハビリサービス及び短期

入所サービスには、送迎サービスが提供されており、また、外出困難者の方については、

ヘルパーによる買い物や、薬受領代行サービスなどの介護保険サービスが、いずれも適切

に提供されているからと分析しております。 

 こうした状況を踏まえまして、改めて考察いたしますと、要介護認定者にとりましては、

御質問の要介護認定者への福祉タクシー制度の拡充という施策の優先順位は、私どもとし

ては、必ずしも高いとは言えないと考えておりまして、引き続き、今後の状況を見ながら、

制度全般の中で、この要望につきましては、調査研究をさせていただきたいと存じており

ますので、御理解を賜りますようお願い申し上げます。 

○議長（安藤 二郎君）  山本議員。 

○１２番（山本 久江君）  時間がございませんので、質問も準備しておりましたが、私

の考えを述べさせていただきます。 

 御答弁では、要支援、要介護認定者へのアンケートの中で、外出を控えている、この理

由を聞くと、経済的理由は少ないということで、この制度の導入については優先度が低い

と判断されたということでございました。御答弁を聞きながら、お隣の山口市では、

２２年度から要介護者のためのタクシー料金助成制度をスタートさせて、さらに今年度か

らは対象を要支援の方まで広げていく。いわば、制度の充実を図るという取り組みをされ

ているわけですね。で、この違いは一体何なのかということを感じております。 

 防府市と同じ内容のアンケートを山口市が実施をされれば、恐らく同じような傾向の回

答が寄せられると思います。 

 私は、平成２１年３月に出されました山口市の高齢者保健福祉計画を見させていただき

ました。山口市は７０歳以上の方に一乗車１００円で利用できる福祉優待バス乗車証を発

行されているのですが、その対象者の方にアンケートをとってみると、バスを外出の主な
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移動手段としている方は約２割にとどまったそうです。その理由は、身体的理由、あるい

は公共交通の環境的条件など、利用したくても利用できない状況があるというふうにして

おります。そして、加齢あるいは身体状況によって自家用車の利用が難しくなった際の外

出手段を検討する必要がある、このようにこの保健福祉計画には書かれてあります。この

後に、山口市は、２２年度から要介護者を対象とした「おでかけサポートタクシー料金助

成制度」をスタートさせておられるわけですね。 

 この背景には、公共交通のあり方、だれもが安全で安心して移動できる、すべての人と

環境に優しい公共交通システムをどうつくっていくのかということで、市民と一体となっ

た熱心な取り組みが、実は山口市、背景にございます。防府市との違いは、その取り組み

の差であろうというふうに考えております。 

 今後、防府市もコミュニティバス等、生活交通のあり方を検討するわけですけれども、

この視点は最も立場の弱い方々の目線に立って、こうした制度がさらに検討されていくこ

とを要望いたしておきます。 

 以上で、時間が過ぎましたので、私の質問を終わらせていただきます。ありがとうござ

いました。 

○議長（安藤 二郎君）  以上で、１２番、山本議員の質問を終わります。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

○議長（安藤 二郎君）  お諮りいたします。本日の会議はこの程度にとどめ、これにて

延会することに御異議ございませんか。 

        〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（安藤 二郎君）  御異議ないものと認めます。よって、本日は、これにて延会す

ることに決しました。 

午後０時２８分 延会 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

地方自治法第１２３条第２項の規定により署名する。 

 平成２４年６月１５日 

 

             防府市議会議長    安 藤 二 郎 

 

             防府市議会議員    重 川 恭 年 

 

             防府市議会議員    山 本 久 江 
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